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お
知
ら
せ

二
輪
の
小
型
自
動
車
の

車
検
用
納
税
証
明
書
は

送
付
し
ま
せ
ん

二
輪
の
小
型
自
動
車（
排
気
量
2
5
0

㏄
超
の
二
輪
車
）の
納
税
状
況
に
つ
い
て
、

令
和
7
年
4
月
か
ら
軽
自
動
車
検
査
協
会

で
電
子
的
に
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
今
後
は
、
車
検
時
に
車
検
用
納
税

証
明
書
を
提
示
す
る
こ
と
が
原
則
不
要
と

な
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
ま
で
納
税
者
に
郵

送
し
て
い
た
納
税
証
明
書
は
送
付
し
ま
せ

ん
。三

輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
つ
い
て
は
、

令
和
5
年
1
月
か
ら
す
で
に
車
検
用
納
税

証
明
書
の
提
示
は
原
則

不
要
で
す
。詳
し
く
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

▼
注
意
点

納
付
直
後
や
対
象
車
両
に
過
去
の
未
納

が
あ
る
と
き
な
ど
、
車
検
用
納
税
証
明

書
が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
税
務
課　

市
税
班

☎
0
9
6（
2
4
8
）1
1
1
4

一
般
不
妊
治
療
費
助
成

対
象
者
を
拡
大
し
ま
し
た

市
で
は
、4
月
か
ら
一
般
不
妊
治
療（
人

工
授
精
）費
助
成
事
業
の
所
得
制
限
を
な

く
し
、
対
象
者
を
拡
大
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象
者

次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
人

①�

法
律
上
の
婚
姻
関
係
に
あ
る
夫
婦
で
あ

る
②�

医
療
機
関
に
お
い
て
不
妊
症
と
診
断
さ

れ
た
夫
婦
で
あ
る

③�

治
療
期
間
の
初
日
に
お
け
る
妻
の
年
齢

が
41
歳
未
満
で
あ
る

④�
治
療
を
受
け
て
い
る
期
間
に
お
い
て
、

他
の
自
治
体
の
助
成
を
受
け
て
い
な
い

⑤�

一
般
不
妊
治
療
を
受
け
た
日
か
ら
申
請

日
ま
で
の
間
、
夫
婦
の
ど
ち
ら
か
が
継

続
し
て
本
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
居

住
し
て
い
る
こ
と

⑥
夫
婦
の
ど
ち
ら
も
市
税
の
滞
納
が
な
い

▼
申
請
期
間

一
般
不
妊
治
療
を
受
け
た
日
の
属
す
る

月
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
1
年
以
内

※�

転
出
後
は
申
請
で
き
ま
せ
ん
。
転
出
予

定
が
あ
る
人
は
必
ず
転
出
前
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い

▼
助
成
額
・
申
請
方
法
な
ど

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い

申
問
こ
ど
も
家
庭
課　

母
子
保
健
班�

ヴ

☎
0
9
6（
2
4
8
）1
1
7
3

無
料
で
歯
周
疾
患
検
診
を

受
診
で
き
ま
す

歯
周
病
や
む
し
歯
は
、
定
期
的
に
検
査

を
受
け
る
こ
と
で
早
期
発
見
・
早
期
治
療

が
で
き
ま
す
。
市
で
は
、
次
の
対
象
者
へ

無
料
で
歯
周
疾
患
検
診
を
行
な
い
ま
す
。

▼
対
象

20
・
30
・
40
・
50
・
60
・
７0
歳
の
人

※
令
和
7
年
4
月
1
日
時
点

▼
費
用

無
料（
1
回
限
り
）

▼
受
診
期
間

6
月
2
日
㈪
～
令
和
8
年
3
月
31
日
㈫

※
休
診
日
を
除
く

※�

詳
し
く
は
5
月
末
に
対
象
者
に
個
別
送

付
し
て
い
る
受
診
券
を
確
認
し
て
く
だ

さ
い

※�

受
診
券
を
紛
失
し
た
人
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い

問
健
康
ほ
け
ん
課　

健
康
づ
く
り
班

☎
0
9
6（
2
4
8
）1
2
7
5

後
期
高
齢
者

歯
科
口
腔
健
診
を

受
け
ま
し
ょ
う

定
期
的
に
受
診
し
、
口
腔
機
能
の
健
康

を
維
持
し
ま
し
ょ
う
。

▼
対
象

受
診
日
時
点
で
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
加
入
し
て
い
る
人

▼
受
診
期
間

6
月
2
日
㈪
～
令
和
8
年
3
月
31
日
㈫

※
休
診
日
を
除
く

▼
費
用

4
0
0
円（
1
回
限
り
）

▼
申
込
方
法

電
話
ま
た
は
申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム

申
し
込
み
後
、受
診
券
を
送
付
し
ま
す
。

受
診
で
き
る
医
療
機
関
は
受
診
券
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

申
問
健
康
ほ
け
ん
課　

健
康
づ
く
り
班

☎
0
9
6（
2
4
8
）1
2
7
5

高
齢
者
な
ど
の

ご
み
出
し
支
援
を

行
な
っ
て
い
ま
す

高
齢
な
ど
の
理
由
に
よ
り
日
常
の
ご
み

出
し
支
援
が
必
要
な
人
は
、
市
社
会
福
祉

協
議
会
の
安
心
生
活
サ
ポ
ー
ト（
ぽ
っ
か

ぽ
か
サ
ポ
ー
ト
）を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

サ
ポ
ー
ト
の
利
用
に
は
会
員
登
録
と
利

用
者
負
担
が
必
要
で
す
。

利
用
者
負
担
が
困
難
な
世
帯
に
は
、
市

の
支
援
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
尋
ね

く
だ
さ
い
。

問�

市
社
会
福
祉
協
議
会　

地
域
福
祉
課

（
ふ
れ
あ
い
館
）

☎
0
9
6（
2
4
2
）7
0
0
7

成
年
後
見
制
度
に
関
す
る

相
談
会

成
年
後
見
制
度
と
は
、
認
知
症
や
障
が

い
な
ど
に
よ
っ
て
判
断
能
力
が
十
分
で
な

い
人
が
、
財
産
管
理
や
施
設
の
入
所
契
約

な
ど
を
自
分
で
行
な
う
こ
と
が
難
し
い
場

合
に
、
本
人
が
不
利
益
を
受
け
な
い
よ
う

支
援
し
保
護
す
る
制
度
で
す
。
成
年
後
見

制
度
に
関
す
る
疑
問
や
心
配
、
悩
み
な
ど

の
相
談
に
司
法
書
士
が
応
じ
ま
す
。

▼
相
談
例

・�

成
年
後
見
制
度
の
内
容
や
制
度
の
利
用

方
法
を
知
り
た
い

・
自
分
が
認
知
症
に
な
っ
た
時
が
心
配

・
相
続
や
遺
言
に
つ
い
て
知
り
た
い

・�

認
知
症
や
障
が
い
の
あ
る
家
族
の
こ
と

が
心
配　

な
ど

▼
と
き　

6
月
13
日
㈮　

午
前
中

※
予
約
制
で
す
。
事
前
申
し
込
み
が
必
要

▼
と
こ
ろ　

市
役
所
1
階
相
談
室

▼
申
込
方
法　

電
話

申�

問
高
齢
者
支
援
課　

包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
班

☎
0
9
6（
2
4
8
）1
1
2
6

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
講
座

受
講
生
募
集

熊
本
高
等
専
門
学
校
の
先
生
や
学
生
の

皆
さ
ん
が
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
基
本
操

作
か
ら
日
頃
使
用
す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

な
ど
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。

▼
と
き

6
月
21
日
㈯
・
28
日
㈯

午
前
10
時
～
正
午

▼
と
こ
ろ

熊
本
高
等
専
門
学
校

▼
対
象
・
定
員

65
歳
以
上　

15
人

※
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選

※
原
則
、
全
日
程
に
参
加
で
き
る
人

▼
参
加
費

2
0
0
円（
初
回
の
み
）

▼
申
込
方
法　

電
話

▼
申
込
期
限　

6
月
12
日
㈭

申
問
市
社
会
福
祉
協
議
会　

地
域
福
祉
課

（
ふ
れ
あ
い
館
）

☎
0
9
6（
2
4
2
）7
0
0
7

高
齢
者
向
け

パ
ソ
コ
ン
入
門
講
座『
前
期
』

受
講
者
募
集

全
10
回（
10
日
間
）の
パ
ソ
コ
ン
講
座
を

開
講
し
ま
す
。

▼
と
き

①
8
月
4
日
㈪　

②
5
日
㈫

③
7
日
㈭　

④
8
日
㈮　

⑤
18
日
㈪

⑥
19
日
㈫　

⑦
21
日
㈭　

⑧
22
日
㈮

⑨
25
日
㈪　

⑩
26
日
㈫

午
後
1
時
30
分
～
3
時
30
分

▼
と
こ
ろ

人
権
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

（
豊
岡
5
1
1－

3
）

▼
内
容

パ
ソ
コ
ン（
ワ
ー
ド
）の
基
礎

▼
対
象

市
内
在
住
で
60
歳
以
上
の
人

※
原
則
、
全
日
程
に
参
加
で
き
る
人

▼
定
員　

10
人

※
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選

▼
教
材
費　

1
2
0
0
円
程
度

※
パ
ソ
コ
ン
の
貸
し
出
し
も
可
能
で
す

▼
申
込
方
法

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
窓
口

に
提
出

※�

申
込
書
は
、
人
権
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー・

ヴ
ィ
ー
ブ
ル
・
御
代
志
市
民
セ
ン
タ
ー
・

泉
ヶ
丘
支
所
・
須
屋
支
所
に
あ
り
ま
す

▼
申
込
期
限　

7
月
11
日
㈮

申
問
人
権
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

☎
0
9
6（
2
4
8
）3
8
9
3

▲市ホームページ

▲市ホームページ

▲市ホームページ

▲市ホームページ

▲申し込みフォーム

ひとりで悩んでいませんか
こどもの叱り方がわからない、離婚して自立したい、

パートナーからの暴力で困っているなど
があれば、一緒により良い解決方法を探
していきましょう。秘密は守ります。

▶と　き　午前8時30分〜午後５時15分
　　　　　（土日・祝日を除く）
▶相談先　こども家庭課�女性・こども家庭班ヴ

　　　　　☎096-248-1199

13 広報こうし ● 2025.6 12広報こうし ● 2025.6


